
市川市建設工事等随意契約実施要領 
 
 （目 的） 
第１条 この要領は、市川市が発注する建設工事、製造の請負、工事に関連する業務委託及び

建築物の建築を伴う賃貸借（以下「建設工事等」という。）における随意契約の実施に関し、

必要な事項を定めることを目的とする。 
 
 （対象建設工事等） 
第２条 対象とする建設工事等は、一般競争入札及び指名競争入札に適しないと認められ、かつ、

市川市随意契約ガイドラインに適合すると認められるものとする。 
 
 （随意契約予定業者の選定方法等） 
第３条 随意契約予定業者の選定方法は、市川市建設工事等資格要件等設定要領の規定を準用し

て行うものとする。 

２ 設計金額が５千万円を超える建設工事等の随意契約予定業者は、市川市建設工事等請負業者

資格審査会運営要綱第２条第１項第３号の規定に基づき、市川市建設工事等請負業者資格審査

会が決定するものとする。 

３ 設計金額が５千万円以下の建設工事等の随意契約予定業者は、契約課長と協議を行い、所管

の部長又は課長が決定するものとする。ただし、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の２第１項第１号の規定による随意契約の場合は、契約課長との協議を要しない。 

 
 （通知等） 
第４条 随意契約予定業者と決定した者には、緊急の場合を除き、原則として見積依頼書（様式

第１号）により見積りを依頼するものとする。 
２ 前項の随意契約予定業者の選定数は、２人以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合は、１人とする。 
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。 

 (2) ２人以上から見積書を徴することが適当でないとき。 
 (3) 市の積算基準等に基づき設計金額の算定を行い、他者との比較が必要ないと認められると

き。 
 
（予定価格の設定） 
第５条 予定価格の設定者は、市川市建設工事等一般競争入札実施要領の例による。 
 
（見積書の提出期間） 
第６条 見積書（様式第２号）の提出期間は、第４条第１項の規定に基づく見積依頼日の翌日か

ら起算することとし、次に定める日数とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第２

号及び第３号の期間は、５日以内に限り短縮することができる。 
 (1) １件の予定価格が５００万円未満の場合 １日以上 
 (2) １件の予定価格が５００万円以上５千万円未満の場合 １０日以上 
 (3) １件の予定価格が５千万円以上の場合 １５日以上 
２ 見積書の提出は、郵送又は持参の方法により行うものとする。 
 
（内訳書の提出） 
第７条 見積合せの際には、見積書の提出とともに内訳書を提出させるものとする。 
 
（契約金額） 
第８条 契約金額は、予定価格の制限の範囲内の金額とする。 
 
 （請負業者の決定） 
第９条 所管課長は、予定価格の制限の範囲内において、見積書を提出したもののうちから請負

業者を決定し、速やかに契約を締結する旨を通知するものとする。 



 
（工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供） 
第１０条 請負業者は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２０条の２第２項の規定に基

づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請

負業者の決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把

握のため必要な情報と併せて通知（様式第３号）するものとする。 
 
 （契約内容の公表） 
第１１条 請負業者が決定した後は、直ちに次の事項を公表するものとする。（１件当たりの設計

金額が２５０万円を超える場合に限る。） 
(1) 工事名 

 (2) 工事場所 
 (3) 請負業者名 
 (4) 請負金額 
 (5) 見積合せ参加者 
 (6) 見積金額 
 (7) 予定価格 
 (8) 調査基準価格 
 (9) 工事担当課 

 
附 則 

 この要領は、平成１０年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要領は、平成１３年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要領は、平成１８年５月２６日から施行する。 

附 則 
 この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要領は、平成２３年６月１日から施行する。 

附 則 
 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要領は、平成２６年５月１日から施行する。 

附 則 
 この要領は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 
 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要領は、令和７年２月１日から施行する。 
 
 



様式第１号 
                               年  月  日  

 
見 積 依 頼 書 

 
 
           様 
 
                       市川市長 
 
 
 

下記の件につき、見積もりを依頼します。 
 

記 
 
１ 件 名  
 
 
２ 施行場所  
  （納入）  
 
３ 施行期間          年  月  日から 
 
                年  月  日まで 
 
４ 見積内容  
 
 
５ 見積書の提出方法 
 
 
 
                     問い合わせ先 
 



様式第２号 
 

見    積    書 
 
 

                               年  月  日  
 
 市 川 市 長   
 
 
                 住   所 
 
 
                 氏   名                  
 
                 代理人氏名                  
 
 
 ご指示の設計書、図面及び仕様書その他契約条件を承知のうえ、下記金額のとおり見積いたしま

す。 
 
 

金    額              円 

    ただし、記載金額は、見積もった契約希望金額の１００／１１０相当額 
 
 
 
件   名                                     
 
 
施 行 場 所                                     
（ 納 入 ） 

 
 
 
 
 
 
 
 



様式第３号 
 

                       年  月  日  
市 川 市 長  
 
 

所  在  地 
                   名     称 
                   代 表 者 名                 
 
 

通    知    書 
 

 下記のとおり、建設業法第２０条の２第２項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は

請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。 

 

記 

 
工事名：                                       

 

□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰 
（建設業法施行規則第１３条の１４第２項第１号） 

 

発生するおそれのある事象※： 

上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：  

※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰するこ

とができないものを記載 

 
□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰 

（建設業法施行規則第１３条の１４第２項第２号） 
 

発生するおそれのある事象※：  

上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：  

※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰するこ

とができないものを記載 

以上 
 
その他連絡事項（空欄可） 
 
 
 
 
 

 

                                             



（注）１．本通知書については、建設業法施行規則第１３条の１４第２項に規定する事象が発生

するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが

認められない場合は、提出を求めるものではない。 
 

２．本通知書を提出する場合は、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の

決定）から契約締結までに提出するものとする。 
 

３．「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常

の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体

や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けら

れた情報を用いること。（一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認するこ

とが困難である情報は除かれることに留意すること。） 
 

４．本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法 
第２０条の２第３項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対

して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等（ス

ライド条項の運用基準等を含む。）に基づき対応を行うものであることに留意すること。 
 

５．本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請

負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができる。 


